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２．指定商品（役務）の表示欠陥通報                               [規則13] 

 

（１）概要 

国際事務局は、国際登録出願の指定商品（役務）が「分類上極めて不明確である」、「理解

できない」、「語学的に不正確である」と判断した場合は、用語の修正又は削除の勧告を記載

した「「指指定定商商品品（（役役務務））のの表表示示欠欠陥陥通通報報」」を本国官庁及び出願人に対し送付します。 

出願人は、国際事務局の勧告に対して用語の修正又は削除を行う場合は、本国官庁（日

本国特許庁）経由で国際事務局に「「是是正正提提案案書書」」を提出します。 

日本国特許庁では、国際事務局の勧告に対して用語の修正又は削除するか確認を行う

ために出願人から「是正提案書」の提出を求めることとしています。 

 

（２）是正の方法 

国際事務局の勧告に対し同意、用語の修正提案、又は削除等の是正案を述べた「是正

提案書」を本国官庁に提出してください。 

なお、「表示欠陥通報」と同時に「分類欠陥通報」がなされた場合は、「意見書」として一

通にまとめて提出してください。ただし、上記以外のその他の欠陥通報（下記「４．その他の

欠陥通報」参照）が同時になされた場合、その他の欠陥通報については国際事務局に直

接、欠陥通報で指示された方法に従って必要書類を提出してください。 

 

（３）是正提案書の提出期限 

欠陥通報の発行日（通知の右上に記載）から30日です。 

本国官庁から国際事務局への回答期間は３月ですが、国際事務局への回答の結果、更

なる欠陥通報が送付された場合でも回答期間が延長されず、最初の回答期限内となる場合

が多いため、早期の提出にご協力ください。 

 

（４）是正提案書が提出された場合 

本国官庁は、是正提案書の内容を確認し、国際事務局へ送付します。商品（役務）の修正

を行う場合には、基礎出願又は基礎登録の商品（役務）の範囲と実質的に同一又はその範

囲内でなければなりません。 

なお、是正提案書の内容によっては、国際事務局から更なる欠陥通報が送達される場合

があります。 

  

（５）是正提案書が提出されない場合／是正提案書の提出によっても表示欠陥が解消されな

い場合 

国際事務局は、国際登録に欠陥の対象となった表示を含めますが、国際事務局の意見

により、それぞれの場合に応じ、分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に

不正確である旨の表示を加えます。 
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是正提案書（見 本） 

 

特許庁長官 殿 

 

年  月  日 

 

１．事件の表示 

 

  特許庁整理番号              

 

  手続者が付した書類記号・番号 

 

  基礎出願（登録）番号 

 

  ＷＩＰＯの書類記号・番号 

 

２．手続をした者（国際登録出願に使用した言語で記載してください） 

 

  氏 名（名 称）                  

 

  住 所（居 所）                  

 

３．代理人 

 

  氏 名（名 称）                  

 

住 所（居 所）                  

 

４．提案の内容 

 

   別紙のとおり 

 

 
 

特許庁では別紙（是正提案書（英語版）に国際意匠・商標出願室長名のカバーレ

ターを付して国際事務局へ送付します。 

 

是正提案書（英語版）の記載例は次頁を御参照ください。 
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